
 

東久留米市子ども家庭部子育て支援課 発行 平成 28年 8月号  

  子育て支援課では、各ご家庭の相談を受けながら様々な保育サービスの情報を 

提供しています。今回はお問い合わせが多い「家庭的保育施設」の様子をお知ら 

せします。また、知っておくといざという時に便利な「緊急一時保育」や「病児 

・病後児保育」についても掲載しています。 

 

 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 住 所 定員  住 所 定員 

佐々木 真弓 浅間町 3-6-12 5 金野(こんの)博志 柳窪 2-11-26 5 

金澤 羊子 南町 3-8-38 3 田中 明美 中央町 3-22-55 5 

臼井 伸枝 東本町 14-7-101 5 西島 恵美 学園町 1-14-31 5 

家庭的保育施設は市から認可された保育者が、自宅等において家庭的な雰囲気 

のもとで保育を行う施設です。（０～２歳児 定員５名以下） 

 

         ～家庭的保育施設を訪問した感想～ 

少人数ならではの環境の中、まるで家族のように、お子さん達がのびのびと過ご

しています。また、保育者が個々の育ちに合わせた保育や関わりを大切にしてい

るので、お子さんも保護者も安心して通われています。（利用者支援員より） 

 

 【保健＆栄養】（訪問先の様子） 

・健康診断は年に２回、嘱託医が行っ

ています。身体測定は毎月行ってい

ます。 

・給食やおやつは、季節感や食感を工

夫した献立をもとに、調理員が手作

りで提供しています。 

 【行事＆交流】（訪問先の様子） 

・年間を通して、季節にあった楽し

い行事を行っています。 

・お誕生会は園児の誕生日に行いミ 

 ニ劇を観たり、絵本や手作りのプ 

 レゼント等があります。 

・外遊びは近くの公園や遊歩道へ行 

 ったり、おやつを持って遠くの公

園へ行ったりしています。 

・夏の水あそびは小さいプールやベ 

 ビーバスで楽しんでいます。 

・認可保育園の地域活動に積極的に 

参加し、交流をしています。 

・遠足やお芋ほり、クリスマス会等

は、他の家庭的保育施設と合同で

行っています。 

 

ぜひ見学に行って 

みてください！ 

★平成２８年１０月開設予定施設のご案内★ 

家庭的保育施設     木村宣子 

【住所】南町 4-3-22 【定員】５名 

 

★市内の家庭的保育施設★ 

上記の施設は、１０月１日付入所申請から既存の家庭的保育施設

と同様に受け付けます。 

受付期間 9/1(木)～9/15(木)（土、日、祝祭日を除く） 

受付時間 8 時半～17 時（12 時～13 時を除く） 

受付場所 子育て支援課（市役所２階） 

※申請後の希望園変更も同期間で受け付けます。 

 

  

※お子さんの年齢や施設の状況等により、保育内容が異なりますので、詳細は各施設へご確認ください。 

☆家庭的保育施設はどんな保育を行っているの？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

                               

☆緊急一時保育はどんな時に使えるの？ 

 

☆病児・病後児保育について教えて！ 

   保護者の方が出産・病気・介護等で一時 

 的にお子さんの養育にお困りの時に、委 

 託施設において宿泊・日帰りでご利用で 

 きます。 

【対  象】１歳６か月～小学校６年生 

【実施施設】児童養護施設「子供の家」 

        ショートステイ棟「おひさま」 

 ※定員１日２名 有料 

 ※事前申請が必要です。（緊急時を除く） 

 ※詳細・お問い合わせは 

    子ども家庭支援センターへ 

     ☎ ４７１－０９１０ 

 

お子さんが病中または回復期にあって集 

団保育が困難な期間、医療機関に付設さ 

れたスペース等において、保育及び看護 

ケアを行う保育サービスです。 

【対  象】満１歳～小学校低学年 

【実施施設】さいわい町診療所併設 

       こども静養室めぐのへや 

※定員１日４名 有料 

※事前登録をする時に登録料が必要です。 

※詳細・お問い合わせは 

   こども静養室めぐのへやへ 

    ☎ ４２０－９０９５ 

 

☆☆よくある質問☆☆ 

Q１ 保育園の入所申請は早く申し込んだ人が有利ですか？ 

 

Ａ１ 認可保育施設の利用調整（入所選考）は申込順ではなく、提出された証明書類をもと 

     に指数を算出し、指数の高い方から順に行います。従って、早く申し込んだ方が優先 

されることはありません。 

 

     Ｑ２ 申請する保育園の順位はどう決めれば良いですか？ 

 

Ａ２ 申請書には第６希望まで希望保育園を記入することができます。利用調整は指数の高 

い方から行います。記入されている第１希望園が受入可能人数範囲内かを確認し、範 

囲内であれば内定となり、すでに受入人数がいっぱいの場合には、第２希望以下の園 

を順に確認していきます。従って、通園が可能な範囲内で、希望する順番に申請して 

ください。利用調整の結果、内定した園を取り下げると、その年度内の利用調整では、 

    同一指数の場合、優先順位が下がります。希望順位が低い保育園もあらかじめ見学に 

行っておきましょう。 

  

        Ｑ３ 保育園の見学はどのようにすれば良いですか？ 

 

Ａ３ 園によって行事などにより見学が可能な日が異なりますので、まずは見学したい保育 

    園に電話をして、見学が可能な日時を確認してください。 

 

 

 

 

保育施設、幼稚園等の連絡先 

は市のホームページ、 

「認可保育施設紹介のしおり」、 

「私立幼稚園のご案内」、 

「子育てミニガイド」でご確認ください。 

（子育て支援課窓口等で配布中） 

保育施設の入所等についてのお問い合わせは 

市役所子育て支援課へ  ☎ ４７０－７７４５ 

 
 

 

 

「保育施設入所の

しおり」は 

  １１月初旬に

配布予定 

      で

す。 

 

平成２９年度    

「保育施設入所のしおり」は 

   １１月初旬に配布 

予定です。 

 

平成２９年度 

幼稚園、認定こども園の願書配布 

 は１０月中旬頃です。詳細は 

   各施設へお問い合わせ 

     ください。 

 


